
講義科目名称： 老年高度看護援助論Ⅰ

英文科目名称： Advanced Gerontological Nursing CareⅠ

6630701100授業コード：

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

担当教員

前期 1・2学年 2単位 選択　老人看護CNS必修

◎小長谷百絵、原等子、植田恵、清水徳子、毛内寛子

添付ファイル

授業種類

　前期　　　　30時間
　　【開講】　　【授業時間】

 【氏名】 　　【所属】 　　　　　　【研究室】 　 【メールアドレス】
◎小長谷百絵　 新潟県立看護大学　　　213　　      konagaya@niigata-cn.ac.jp
　原　等子 　　　同上　　　　　 　　 303          naohara@niigata-cn.ac.jp
　植田　恵 　　帝京平成大学
　毛内　寛子   長野赤十字病院
　清水　徳子   訪問看護ステーションふれあい田町

【担当教員】

専門分野
【本学の科目区分】

【ＤＰ１】【ＤＰ２】【ＤＰ３】【ＤＰ４】【ＤＰ５】【ＤＰ６】
　　〇　　　　◎　　　　○　　　　〇　　　　◎

到達目標 1. 高齢者の自立的・自律的生活を保持･推進するために，高齢者に生じやすい主な生活機能の低下･障害につい
て予防的および発生時の看護援助の方法を使用することができる．
2. 高齢者の権利擁護の観点から療養支援上，生じやすい倫理的課題に対する看護職の役割と対応策について調
べることができる．

授業概要 　心身の加齢変化に伴って高齢者に生じやすい生活機能の低下･障害に対し，自立性・自律性を維持･推進する
看護援助の方法を学修･追究する．また，高齢者看護において生じやすい倫理的問題について，高齢者の権利擁
護の観点から倫理的判断を含む高度な看護実践が求められる例を取り上げて検討する．加えて自然災害時の高
齢者看護について検討する.

授業計画 1 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 授業のガイダンス
学修内容 :・授業の目標･内容･方法（進め方）･評価方法，受講・課題・資料配布等のルール，参
考図書および単元担当者などについて
備考 :　小長谷 原

2−3 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 高齢者に生じやすい主な生活機能の低下・障害の予防と発生時の看護(1)
学修内容 :・運動機能の低下･障害,転倒・転落および寝たきりの予防と発生時の看護
備考 :　小長谷 原

4−6 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 高齢者に生じやすい主な生活機能の低下・障害の予防と発生時の看護(2)
学修内容 :・摂食･嚥下機能･栄養機能の低下･障害の予防と発生時の看護
備考 :　 原

7−8 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 高齢者に生じやすい主な生活機能の低下・障害の予防と発生時の看護(3)
学修内容 :・皮膚の防衛機能の低下･障害，スキンテアおよび褥瘡の予防と発生時のケアおよびス
キンケア
備考 :　清水

9−10 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 高齢者に生じやすい主な生活機能の低下・障害の予防と発生時の看護(4)
学修内容 :・身体防衛機能の低下･障害，高齢者に生じやすい感染症とその予防およびアウトブレ
イク時の対応
備考 :　毛内

11-12 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 高齢者に生じやすい主な生活機能の低下・障害の予防と発生時の看護(5)
学修内容 :・言語･聴覚機能の低下･障害発生時の看護
備考 :　植田

13 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 自然災害時における高齢者看護
学修内容 :・自然災害時の高齢者の支援（防災，避難時の課題）
備考 :　小長谷 原



授業形態 : 講義
学修課題 : 自然災害時における高齢者看護
学修内容 :・自然災害時の高齢者の支援（防災，避難時の課題）
備考 :　小長谷 原

14-15 授業内容
授業形態 : 講義
学修課題 : 高齢者の権利擁護と看護支援
学修内容 :・以下の事例・状況について，高齢者権利擁護の観点から倫理的判断を含む倫理的対
応の検討を通じて，高度看護実践者の役割を追究する
　　　　　①意思疎通の低下・障害の高齢者
　　　　　②検査・治療・ケアの選択決定
　　　　　③療養の場の選択決定
　　　　　④終末期における治療・ケア
　　　　　⑤家族介護者や身元引受人の不在
　　　　　⑥成年後見の制度活用
備考 :　小長谷

事前・事後学習 事前学修：臨床での体験を振り返り授業に臨む
事後学修：権利擁護について看護実践と関連させ考察する

評価方法、評価基
準

到達目標1.2に対して事前学修状況：30％，授業時の貢献度（討議）：40％，課題レポート：30%により評価す
る

テキスト 最新の論文や文献を使用するため現時点では指定せず授業内で案内する

参考図書・資料等 ＜高齢者の生活機能の低下・障害と看護＞
・中島紀恵子，石垣綾子監修(2010)：高齢者の生活機能再獲得のためのケアプロトコール-連携と協働のため
に，日本看護協会出版会．
＜高齢者の権利擁護と看護支援＞
・箕岡真子，稲葉一人（2010）：わかりやすい倫理 日常ケアに潜む倫理的ジレンマを解決するために， ワー
ルドプランニング．
・厚生労働省（2018）：人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン．
・日本老年医学会(2001.2012)：「高齢者の終末期の医療およびケア」に関する日本老年医学会「立場 表
明」．
・西川満則ほか（2016）：本人の意思を尊重する意思決定支援～事例で学ぶアドバンス・ケア・プランニン
グ，南山堂．
・高崎絹子編著(2004)：「身体拘束ゼロ」を創る-患者・利用者のアドボカシー確立のための知識と技術，中央
法規出版．
・厚生労働省（2001）：身体拘束ゼロへの手引き～高齢者ケアに関わる全ての人に～．
　＊その他，授業の中で随時紹介する

受講、課題、資料
配布等のルール

・授業は基本的に学修課題･内容について学生が事前学習し，レポートを作成して発表するとともに疑問点や不
明点，討議したい内容などについて討議して進めるゼミ形式とする．
・12 回目の高齢者虐待の事例について，体験事例がある場合は事例提供する（授業の 1 週間前）．
・事前学修課題：授業日の前日までに教員に提出（メール可）
　＊詳細は初回開講時にガイダンスする。
　＊COVID-19 の感染状況に応じてオンライン授業にする（事前に連絡する）

教員からのメッ
セージ

　高齢者は加齢変化に伴い生活機能の低下を生じやすく，容易に障害へと移行しますが，それでもなお，依然
として有する自立性・自律性を見逃さず，その発揮を促す援助が極めて重要となります．
また，やむなく生活機能の障害を有した場合も，安易に全面的な援助を提供するのではなく，忍耐強く高齢者
の自立性・自律性を引き出し，ケアに反映することが求められます。これは高齢者の権利擁護の観点からも重
要です．また，老年看護高度実践者としては，倫理的感受性を高め，倫理的問題やジレンマに積極的に対峙す
る力が必要です．様々な事例を通じて，今一度，看護の本質に繋がるケア倫理を追究していきましょう．

オフィスアワー 随時（メール調整）


